
保 護 者 様 

寝屋川市教育委員会  

 

学校病の治療について 

 

生活保護者及び就学援助認定者(児童・生徒)で定期健康診断

等により、下記の学校病と診断された場合、治療費が無料にな

ります。 

ただし、手続きや用紙が必要ですので、医療扶助の手続き手

順をよく読んで学校へ申し出て下さい。 

 

記 

学 校 病 

 

 学校保健安全法施行令第８条により掲げる学校病 

  ※トラコーマ及び結膜炎
けつまくえん

(目の病気) 

    …視力の低下は含まれない→(近眼・乱視等) 

※白癬
はくせん

、疥癬
かいせん

、膿痂疹
のうかしん

（皮ふの病気） 

※中耳炎
ちゅうじえん

(耳の病気） 

※慢性副鼻腔炎及びアデノイド (鼻とのどの病気) 

※う歯
し

(むし歯) 

※寄生
き せ い

虫 病
ちゅうびょう

(ぎょう虫など) 

 

※下記の疾病は学校病の対象外です。 

アレルギー性鼻炎・急性副鼻腔炎 

☆アレルギー性副鼻腔炎 

☆アレルギー性結膜炎 

☆印の疾病は平成 30年４月１日より対象外。 

（平成 30年３月７日付け、大阪府より通知） 

 



 

●対象者…生活保護者（要保護）・就学援助制度認定者（準要保護） 

医療扶助費の請求手続き手順 

        学校の定期健康診断等で学校病と判明→保護者から

の申請（学校保健安全法医療券発行申込書）により学

校において医療券を発行してもらいます。（すぐに発

行できない場合もあります。） 

 

        学校で発行してもらった必要な書類（医療券・請求

書・医療機関あて文書）をもって病院へ行き、窓口に

提出して無料で治療してもらいます。（要保護・準要

保護にかかわらず保険証がある方は保険証も必要と

なります。）･･･月ごとに必要です。 

 

        治療後、病院から教育委員会に直接医療券を送付して

きます。 

         

  

             治療済の医療券を回収後、教育委員会(学務課)が医

療機関に医療費を支払うので、保護者の方に現金は直

接支払いません。 

 

 ※就学援助受給申請中の医療券発行について 

  就学援助受給申請中の方は、決定されるまでの間医療券の仮発行を

行います。 

ただし、否認定の決定がされた場合には医療券使用により無料とな

った医療費を、速やかに医療機関へ支払うことを前提とします。 

 

       不明な点がありましたら寝屋川市教育委員会 学務課 

       電話：072-813-0072までご連絡ください。 
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